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平成２９年８月定例教育委員会 会議録 

 ８月定例教育委員会を平成２９年８月２１日午前９時３０分 市役所４０１会議

室に招集する。 

◆出 席 者 

 教 育 長 滝  誠 

  教育委員 教育長職務代理者 村上恵美子  委員 髙木浩行  委員 千葉桂子  

      委員 紀藤統一  委員 田中秀佳  委員 奥村康祐 

 事 務 局 吉野教育部長  小島子ども・子育て監  武藤学校教育課長 

      神谷学校教育課主幹  上原文化スポーツ課長  

中村歴史まちづくり課長 間宮子ども未来課長 小川指導主事   

 記録者  田中直美 和泉知子 

 傍聴者  黒田和子 杉山名々子 東海テレビ 1人  

 

 ◆次  第 

１ 開  会 

２ 前回会議録の承認 

３ 教育長報告 

４ 付議事件の審議 

  第 20号議案  平成２９年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定につい 

         て   

５ 通信及び請願 

６ 協議・連絡 

（１）城東中学校生徒の事故死について 

（２）後援名義使用許可に関する報告  

（３）犬山市の教育施策に関するアンケートについて 

（４）教員の多忙化解消に向けての対策及び働き方改革をめざした新たな提言につ

いて 

（５）教育振興基本計画の見直しについて 

（６）いじめ防止に向けて 

（７）市立図書館館内特別整理の実施について 9/19（火）～10/3（火） 

（８）犬山市生涯学習まちづくり出前講座について 

（９）子ども・子育て体験事業について 

（10）中学生子育て体験事業について 

（11）９月・１０月行事予定表について 

７ 自由討議 

８ その他 

９ 閉 会 
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 ◆議事内容   

 

教  育 

長： 

              開     会 

 ただ今より８月定例教育委員会を開催します。 

 

教  育 

長： 

              前回会議録承認 

 前回会議録の承認をお願いします。 

 

教  育 

長： 

          教育長報告 

 あの悲しい出来事が起きて丁度今日が 1ヶ月となります。７月２４日

に臨時の教育委員会を開催させていただきました。その後学校、教育委

員会がそれぞれ対応してきているわけですけれど、８月１０日に交通パ

トロールがございまして私は犬山署の署長さんとずっとお話をさせて

いただく機会があって、その時に署長さんがおっしゃったのは、今回の

対応は非常に迅速であったということだとか、原因は警察としては掴ん

でいて、事件性がないということでその後の捜査が打ち切られたという

こと、それから警察からは一切記者に対しての発表がなかったけれど、

新聞、テレビ等マスコミ関係の方はそれぞれの手法で知り得られた情報

をそれぞれ流していただいたというような状況があったようです。過去

を振り返ってみますと、例えば２年前の茨城県取手市の藤代南中学校で

中学校３年生の女の子が自殺をしたという件がございました。新しくは

今年の２月に一宮市の浅井中学校で３年生の男の子が大阪に行って自

殺をするということがあったわけですけど、こういった中高生の自殺事

件は毎年３００件近くあるようです。その時にいつも問題になることは

だいたい３つあると思います。一つは自殺の原因がいじめであったかど

うかということです。いじめであるとなりますと学校と教育委員会はい

かにそれを早くキャッチし適切な指導がしてこられたかどうかという

ことが争点になっていくことが多いと思っております。二つ目は学校と

教育委員会の説明が異なる。例えば取手市の事件ですと学校現場は重大

事態として市の教育委員会に報告したにも関わらず、取手市の教育委員

会は重大事態には当たらないという決定をしたと。そういった経緯を巡

って保護者が異議を唱え、文科省に訴え出たところ、改めて文科省から

県教委、市教委を通じて、重大事態ではないと議決をした教育委員会の

議決を撤回せよということになり、再度第３者委員会が開かれてまた調

査が進められるようです。また一宮市の事件ですと最初に学校が記者会

見を開いて校長が、担任による指導によって生徒が自殺をしたという説

明をしたにも関わらず、翌日の記者会見ではそれについてはわからない

という説明をされた。要は説明が一転二転していったということです

ね。これに対して教育委員会や学校現場に対する信用がなくなっていっ

たという経緯があるわけです。三つ目は学校と市教委の事実の隠ぺいだ

とか歪曲がなかったのかということが問われることが多かったという

ことを私は思っております。今回この犬山の件につきましては当初、当



 3 

日の夜に教育委員会の記者会見がありましたし、翌日は学校で校長と席

を共にし、保護者と子ども達に説明をするということで出来る限りお互

いに連絡を取って事実を確認しながら丁寧に対応してきたわけですが、

これが多分署長さんが言われた迅速な適切な対応が出来たとお褒めを

いただいたわけです。これからまだアンケート調査の結果については現

在まだ学校で集約中であります。もちろんいじめはなかっただろうと予

測はするのですが、学校現場あるいは教育委員会が掴めていない部分が

あるかもしれないので、このアンケート調査については慎重に検討を進

めていきたいと思いますし、保護者の方にもお伝えしなくてはいけない

と思いますし、教育委員会の場でも教育委員の皆さんにもお伝えをしな

くてはならないと思っております。 

悲しいことばかりではいけません。中小体の関係ですが、南部中学校

のソフトボール部と城東中学校のバレーボール部が東海大会に出場し

ました。健闘虚しくどちらもそれ以降の大会に進むことは出来ませんで

した。夏休みもあと１０日程で終わりますが、学び場みらいについても

順調なスタートを切っています。初年度であり、参加する生徒は多くは

ないですが私も会場を回って友達を誘うように声掛けをしました。きっ

と好評であれば友達を連れて来るようになると思います。こういった地

域の皆様方の支えがあって犬山の教育改革が進められているんだなと

実感したわけですが、今後も子ども達のために犬山市の教育のために精

一杯努力をして参りたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致しま

す。 

それでは、付議事件の審議に入ります。 

 

教  育 

長： 

           第２０号議案 

「平成２９年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定」について、事務

局お願いします。 

武 藤 課

長： 

 今回の申請者は１５名で、うち１４名が認定。認定児童生徒数は２４

名です。内訳は表のとおりとなっております。トータルの認定児童生徒

数は３２１名で認定率は５．１％となっております。昨年度同時期の認

定児童生徒数が２９９名でしたので２２名の増。昨年の同時期の認定率

は４．７％でしたので、０．４％の上昇という状況になっております。 

教  育 

長： 

 今説明をしていただきましたが、何かご意見ご質問はありませんか。 

田 中 委

員： 

 昨年から認定基準を引き上げたことによって、従来カバーされなかっ

た方が増えたということはありますか。 

武 藤 課

長： 

 はい。認定基準について、従来は生活保護基準の１．２倍未満という

基準でしたが、今年度から１．３倍未満に引き上げを図っております。

増えた要因の一つとしてはそれももちろん含まれております。それ以外

にも従来からご指摘いただいていました、周知ということで年度初めに

全保護者に対して周知文書を配ったり、いろいろな広報にも努めている
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効果も両方が相重なって人数が増えていると理解をしています。 

教  育 

長： 

 その他いかがでしょうか。特にないようですのでご承認いただけます

でしょうか。  

各  委 

員： 

 異議なし。 

教  育 

長： 

 異議なしと認めます。この件は承認されました。 

 

教  育 

長： 

           通信及び請願 

 通信及び請願はありますか。 

事  務 

局： 

 ありません。 

 

教  育 

長： 

           協議・連絡 

 協議・連絡に移ります。 

 （６）「いじめ防止にむけて」は個人情報に関することですから、非

公開扱いとさせていただき、全ての案件が済んだ後で行いたいと思いま

す。予めご了承ください。 

最初に「城東中学校生徒の事故死」について事務局お願いします。 

神 谷 主

幹： 

 前回の報告以降のことを報告させていただきます。心の調査というも

のが８月２日の出校日に行われました。その後欠席していた者の回収が

進み全校５６８名中５６７名分が回収できております。１名に関しては

ご家庭のご事情により親御さんの判断でアンケートに関して辞退をさ

せていただきたいということで実質１００％回収が完了しました。背景

調査、これは持ち帰って行った保護者用と生徒用のものです。それに関

しましては１年生が１５８名、２年生が１７９名、３年生が１８７名提

出できています。４３名が未回収ですが本日の出校日で１００％の回収

をめざします。内容に関しましては直接死因に繋がるような情報は今の

ところ掴めておりません。学校のＡ君の生活の様子がわかるような内容

が若干あったようですので確認中と聞いています。それから生徒保護者

の健康調査には「彼のいないクラスの生活が始まると不安」「どうして

という思いはまだ消えない」「学校生活が始まると思い出すことがあり

不安な気持ちも出るかもしれない」というような言葉が寄せられており

ます。自分から、或いは保護者から相談に乗ってあげてくださいという

申し出があったものに関しましては、お盆も挟みながらいち早く子ども

達へのアプローチが始まっております。前回８月２日にスクールカウン

セラー、先生と話したいと申し出た人数ですが話を聞いてみると３年生

はスクールカウンセラーと話したいが４名、先生と話したいのが１名の

５名でした。この件に関してＡ君の事故死においてスクールカウンセラ

ーに相談したいが１名、先生に相談したいが１名でした。１、２年生に

おいてはこの件に関して相談したいは０名でした。それ以外にも心の調
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査などの記述内容から少し様子を見た方がいいというものは担任、学年

で相談して進めております。そういったものが３年生が８１名、２年生

が６名、１年生が２名。これらの中には仲良く一緒に登校していたとか

弟をかつて事故で亡くしたことがあるとかそのようなことを気にして

いるものがありました。今後ですがいじめについてというような明らか

なものは見当たらないけれど、学校生活で特に大きな問題は出てこなか

ったけれど、今後引き続き情報収集を進めたい。学校生活に不安を感じ

ている生徒が多くいるようなので教育相談の頻度を増やすなど心の様

子を掴む努力をしていきたいと校長は言っております。皆様からご心配

いただきましたご両親へのアプローチですがそれも学校を通じて進ん

でおります。 

教  育 

長： 

 現在はまだ途中経過ということですが、今日出校日ということでアン

ケートの回収が完了した時点でまとまったものが学校で作成されてい

くと思います。先ほど神谷主幹から説明がありましたが、この途中経過

につきまして何かご意見ご質問ご感想等がありましたらお聞かせいた

だきたいと思います。 

奥 村 委

員： 

 先生方のカウンセリングの要求などはなかったでしょうか。今は生徒

や保護者に向けての内容でしたが学校の教員は大丈夫でしょうか。 

神 谷 主

幹： 

 教員の方は文部科学省から出ている背景調査を行っております。それ

らを通じて校長が掴んでおりまして必要な者にはアプローチをかけて

いるようです。 

教育長職務

代理者: 

 今説明があったようにスクールカウンセラーの人に相談したい生徒

がいるということは、今まで相談したいなと思っても迷っていたのがこ

の際ということで潜在的にそういうのが出てきたというのは非常にい

いことだと思います。ただ先生に相談したいという子が２名でしたね。

その辺りがいろんな背景があるのかなとは思いますが、やっぱりどこか

に相談したいという子が他にももっといるという意識は学校では持っ

ていただきたいと思います。アンケートにも夏休みが開けて学校に行く

と不安という意見もありましたが、学校として今後そういう相談体制と

か事故が起きないようにどうしたらいいか、具体的に何かそういったこ

とは考えてみえるということは聞かれましたかということと、亡くなら

れてアンケートを実施しました。その結果についてはアンケートに答え

た保護者の方達に説明する必要があると思います。その辺りのタイムス

ケジュール、どういった形でということもわかれば教えていただきたい

です。 

神 谷 主

幹： 

 今回出てきたスクールカウンセラーに相談したいという子は前から

スクールカウンセラーに相談されている子が多かったようです。この機

会だから進路のことやいろいろあるので、聞き方としてＡ君の事に限定

せず何か心配なことがスクールカウンセラーと相談できますがと聞い

たのでこういったことが出てきたということです。この後もスクールカ
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ウンセラーに繋げてあげる道があるんだということをケアとして言っ

てもらえると思っています。２つ目の体制に関しましては、体制という

よりは対応なのかもしれませんが、Ａ君の机を教室にいつまで置いてお

くのがいいのか。専門家であるスクールカウンセラーと相談しながら進

めていきます。学校としての体制は今まで行っていた聞き取りのアンケ

ート、聞き取りではないアンケートを今まで以上に綿密に行っていくと

言っておりますが、具体的にはこうするという計画が出ているわけでは

ありません。保護者への公表は考えております。この集計が２１日に進

みますので子ども達への伝達は９月１日に行うと決めてみえます。調整

をするので相談に乗ってくださいと校長先生から言われています。保護

者へはどんな形でいつがいいかというのは今相談中です。 

教育長職務

代理者: 

 最後に要望です。スクールカウンセラーもいいですが、やはり中学校

は教科担任になります。担任の先生はすべての教科の子ども達の状況は

見れないので、教員同士の情報の共有は今まで以上に進めていただきた

いと思います。目の前にいる子ども達を見ていただきたいなと思いま

す。 

教  育 

長： 

 これまでも頻繁に情報交換は行ってきているんですけど、これまで以

上に細かな言動に注意をしながら小まめに、更に情報交換が行われるよ

うにということですので学校へお伝えをしたいと思います。他にいかが

でしょうか。 

紀 藤 委

員： 

 ９月１日に一番自殺者が多いということが新聞やニュース等で報道

されると、そういう雰囲気をかもし出す子も出てくるかもしれません。

９月１日のその前に心配な子がもしあれば、電話連絡や家庭訪問などを

して対応をしておくといいと思います。城東中学校だけでなく、他の中

学校にも言えると思いますので、中学校の方で対応をお願いします。 

教  育 

長： 

 ９月１日から学校の教育活動が順調に進むように、休みの期間に教育

委員会から各学校にメール配信をし、子ども達や先生方にいろんな配慮

をしていただくようにお伝えをしたいと思います。 

紀 藤 委

員： 

 部活動を休みがちだった子などは、９月１日はひとつの山になると思

いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

教  育 

長： 

 他にいかがでしょうか。無いようですので次にいきます。 

 「後援名義使用許可に関する報告」について、事務局お願いします。 

上 原 課

長： 

 全部で１６件の申請があり、新規が４件です。詳しい内容については、

資料をご覧ください。 

教  育 

長： 

 何かご意見ご質問はございますか。  

教育長職務

代理者: 

 質問が３点あります。４番の合同例会の対象者は誰ですか。９番の犬

山学研究センターはどこに設立されているのかということ。１０番目の

「すーるべるすーる」とはどのような団体なのか教えていただければと

思います。 
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教  育 

長： 

 事務局、説明をお願いします。 

上 原 課

長： 

 ４番の対象者は６ＪＣのメンバーです。９番の設立場所は名古屋経済

大学の中となっております。「すーるべるすーる」の構成メンバーは４

名程と聞いておりますがグループの実績としては、犬山や鵜沼や美濃加

茂で朗読会を定期的に開催しています。構成メンバーのお一人は犬山南

小学校で読み聞かせの活動をしてみえます。 

教  育 

長： 

 犬山市内だけでなく、岐阜県のほうでもボランティアで子ども達に読

み聞かせをしてみえる団体だということです。よろしいですか。他には

いかがでしょうか。 

教育長職務

代理者: 

 先ほどと関連して、９番の犬山学研究センターの「学」というのはど

ういうことを学ぶのか教えていただきたいのと、１５番に国登録有形文

化財建物特別公開がありますが、犬山市で特にこの時だけ公開というの

がありましたら教えてください。 

教  育 

長： 

 ２点質問がありました。事務局お願いします。 

上 原 課

長： 

犬山学ということですが、このセンターの中で期待される研究プロジ

ェクトというのは城下町の歴史研究、犬山の地層などの自然研究、犬山

の経済や経営の研究という資料をいただいております。 

中 村 課

長： 

 続きまして、国登録有形文化財建物特別公開のことについてですが、

ご質問の犬山に限って言えば、犬山市は１０月２９日が公開の日となっ

ております。公開される予定のものは旧堀部邸住宅、小島家住宅残月の

間、髙木家、大島家住宅茶室、結家住宅、川村家住宅、旧小森家住宅、

尾関家住宅、寂光院が予定されております。 

教育長職務

代理者: 

 あと１点質問ですが、先ほどの「すーるべるすーる」は個人的なグル

ープでしたが、後援名義というのは今まではＮＰＯ法人とか何人かの構

成団体だったのがこういう個人的なグループも申請があればＯＫなん

ですね。 

教  育 

長： 

 これまで過去にはどうかということですね。 

上 原 課

長： 

 要綱のあるような組織もあれば、仲間うちでボランティア活動してみ

える団体もありまして、今回につきましては今までの実績と、教育委員

会として後援名義を許可する確認項目に抵触していない部分がありま

したので許可をさせていただきました。 

教  育 

長： 

 例えばこういった後援名義をもらうことによって、だんだんボランテ

ィア団体が成長して大きな組織になっていくというきっかけになって

いくこともある思うので、有益なものであればできる限り前向きにとい

うことだと思います。他にいかがでしょうか。無いようですので次にい

きます。 

 「犬山市の教育施策に関するアンケート」について、事務局お願いし
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ます。 

神 谷 主

幹： 

 アンケートは実際にそれぞれの立場の方にお配りする形にして今回

作成してあります。目的は３つあります。１つ、施策の課題を把握し問

題の早期解決の資料とする。１つ、２学期制と進路指導の問題や不安を

切り分ける。１つ、教育関係者との懇談に向けての資料とする。７月の

定例教育委員会、第２回総合教育会議でご検討していただいたもので

す。今回はアンケートの対象者、アンケートの内容について、１月の懇

談会の参加者ついて、この３つについてご審議いただきたいと思いま

す。前回までにご指摘をいただいた部分を反映させましたが、前回ご指

摘をいただいた高校生等へのアンケートの拡大は取り入れておりませ

ん。事務量が主な問題ですが、今年度実施をしその方達の様子も知った

方がよい、必要感があるということならば予算措置も含めて準備を行っ

ていきたいと思っています。１ページをご覧ください。記号ＡＢＣはア

ンケートの種類を示しています。黒丸は多忙化等の校長会との検証作業

に関わる部分です。それではアンケートの項目について説明します。質

問の内容は２００９年苅谷グループに行った調査をベースにしており

ます。３ページ、４ページをご覧ください。これはＢアンケートです。

教育関係者アンケートの中の犬山市に転入、犬山から転出した教員への

ものです。９０名を予定しています。Ｑ２のＯ、進路指導の進め方に対

する説明は十分であるかＱ３のＨ、学習塾等の教科スキルを学びたいか

は新たに付け加えた質問です。５、６ページをご覧ください。Ａは保護

者のアンケートです。各小中学校のＰＴＡ役員、委員が対象です。この

アンケートに関しましては抽出ということになります。約３００人を予

定しております。資料中の上段、口頭説明の中段、２学期制における教

育効果について（別紙あり）とありますが、これは２学期制３学期制を

比較してどこに利点課題があるかをまとめたものにする予定です。来週

各中学校の校長教頭に面談を申し入れていますのでそれらを通じて作

っていきたいと思います。７ページをご覧ください。進路説明会に参加

した中学２，３年生、１年生の場合もあるかもしれません。保護者が対

象です。校長から評価評定の出し方２学期制の有利な面を説明した後に

アンケートを実施します。約７００人を予定しております。進路の不安

と２学期制の不安を切り分けて対応していくためのものです。８、９ペ

ージをご覧ください。小中学校教員以外の教育関係者で４４０人を予定

しております。公立高等学校は犬山高校、犬山南高校、丹羽高校等犬山

市内の生徒が多数通っている学校の勤続６年以上の方を選抜したいと

考えています。高等学校の理解を求めてまいります。塾経営者に関しま

しては１０月２６日に開催される犬山市ＰＴＡ連合会会長会で各居住

地の学習塾で紹介していただきたい旨をお伝えし、調査後ダイレクトメ

ールを送ります。９ページのＱ６において教育懇談会の内容にもふれ参

加の意思も確認します。アンケートの内容はＰＴＡ委員の内容と同じで

す。 
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教  育 

長： 

 今説明がありましたが、何かご意見ご質問ございますか。 

奥村委員:  ２つあります。１つ目がＰＴＡ役員さん、地区委員さん、保護者の方

へのアンケートで最初の口頭説明が一番重要になってくると思います。

説明される先生方のニュアンスでいろんな捉え方があって勘違いとか

あったりすると思うのでできる限り統一のある、わかりやすい説明をお

願いしたいです。それから内容は教員の方と保護者の方の統一感があっ

ていいと思うのですが、Ｑ１にあるティームティーチングという言葉が

保護者の方はわからないと思うので、わかるようにしていただきたいと

思います。 

教  育 

長： 

 これは口頭説明のところに少人数授業のことは書いてありますがＴ

Ｔのことはふれていないのでここに含めておいて、出来る限り学校によ

って差がでないように同じような状況で調整ができるように配慮をし

ていきたいと思います。他にいかがでしょうか。 

紀 藤 委

員： 

犬山の教育施策に関する調査、転出・転入教員のＱ２のＢ、子どもが

勉強を好きになっていると書いてありますが、わかるから好きになると

いうことだと思うし、勉強が好き嫌いというよりよくわかるようになっ

てきていると言葉を変えるといいと思います。Ｑ１で犬山の中学校から

異動のところでその人が今どこにいるかがわかると、２学期制の市町に

いるのか３学期制なのかでクロス集計ができると思います。Ｑ３のＩの

空欄に犬山市に戻りたいか、または犬山へ転入した教員には犬山から転

出したいか、またその理由も聞くとよくわかるのではないかと思いま

す。保護者の方ですが、回答者の情報としてお子さんの学年を聞くと、

後でクロス集計ができるのではないかと思います。口頭説明の中で授業

時間数の確保とありますが、これはわかりにくいと思うので、３学期制

との違いの十分な説明が必要だと思います。２つ目の長いスパンで指導

計画が立てられているため評価の客観性を高めていることや単元テス

トの実施についても触れていただきたいと思います。特に保護者が分か

りづらいと思うのは、「長期休業中の学習にも連続性を保っている」の

連続性を十分説明する必要があると思います。保護者進路説明会後のＱ

２のＩ、管内大会直前に成績処理や通知表作成がないため、大会目前の

指導が充実しているに関連して、子ども達は管内大会直前に定期テスト

がないため、十分練習ができるという説明があるとわかりやすいと思い

ます。Ｑ２のＨの学習の連続性も説明が必要だと思います。小中学校以

外の教育関係者Ｑ４のＩ、学習の「手伝い」の表現について、支援とか

補助、ボランティアティーチャーとかのほうが適切かと思います。 

教  育 

長： 

 回答する側に立った立場で言葉を選んでみることも必要だと思いま

した。他にはいかがでしょうか。 

教育長職務

代理者: 

 こんな言い方は失礼かもしれませんが、全体的に犬山はこんなにやっ

ていますという感じがすごくします。後に出てくる子ども未来課のアン
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ケートは実に簡単に要所要所聞きたいことを聞いていると思いました。

どうも、小中学校の先生は丁寧になりすぎるかなという感が若干してい

ます。各学校の応援団といいますか日ごろから見てみえる地域の方にも

アンケートに答えてもらってください。最終的には教育委員会事務局に

も子どもさんを持ってみえる職員の方がみえるのでそういう方にアン

ケートに答えられるか聞いていただくのが一番いいと思います。それか

ら、教育施策とありますが保護者の方に聞くのは、学校との信頼関係

云々ではなくて、「お子さんは家に帰って学校の話をよくしますか。そ

れはどんな話ですか。例えば先生のこと、友達のこと、嫌なこと、良い

こと。」そんなことも聞いていただいて。意見があれば記入してくださ

いというところも例えば「これから教育委員会に期待すること、学校に

期待すること、先生に期待すること」と入口を書いていただくと書きや

すいかなと思います。極力、「確かな学力、豊かな心」これは教育関係

者は使っていますがうーんと思うのと、「たくましく生きるための心身

の健康」と言われてもピンとこない。そういう部分をもう少し精査して

いただきたいのと、保護者ＰＴＡ役員のＱ１のＭ、「犬山の教育施策に

よって教師の指導力が高まっている」この質問は答えられないと思いま

す。個人差があると思います。進路指導これは最終的に教育関係者とい

ろいろやる時に「進路指導の進め方に対する説明は十分である」として

あるけれど、ここが少しわかりにくいので説明時期を聞いていただくと

か最終的に進路説明会で不安を解消出来ているという文言ですが、例え

ばここは「受験に向けて適切な指導や相談が行われている」。保護者に

対しては相談なのかなと思いますが。「あまり思わない まったく思わ

ない」のところに、「ご面倒でしょうがなぜそう思いますか」。そのよ

うなことを１行入れていただくと拾えるかなと。そのことについて今度

懇談会で広げていけるのかなと。繋がりができるようにしていただくの

と、ＴＴでも例えば例示で理科の実験と言えばピンときますし、その辺

りもう少し考えていただきたいのと、特別支援員の細かい表現ですが、

例えば「特別な支援を必要とする生徒児童のために必要に応じてクラス

に特別教育支援員を配置している」など、通常学級に在籍するというの

はわかりますが少しひっかかるので考えていただきたいです。あとは、

２学期制について別紙が配られるということですが、いつから２学期制

が導入されているかを入れてください。何年来ずっとやっていますとい

う実績としてです。 

教  育 

長： 

 いろいろたくさんご意見いただきました。 

奥 村 委

員： 

 もう１つよろしいでしょうか。保護者の方の自由記述がないのですけ

ど。 

教  育 

長： 

 これも自由記述で何かあれば書いていただいたほうがいいというこ

とですね。解答欄にはないけどこんなことを言いたいとか、Ｑ３として
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犬山の教育に期待することとか、要望があれば書いてくださいという項

目を作ったらどうかということですね。 

教育長職務

代理者: 

 先ほども言いましたけど、要望というよりは期待することとしたほう

がいいと思います。 

紀 藤 委

員： 

 マークシートでやるなら、最後にまとめて聞いた方が集計がしやすい

と思います。 

教  育 

長： 

 また検討させていただきます。他にいかがですか。 

髙 木 委

員： 

 スケジュールのところの検証作業の外部評価についてというこの言

葉は教育委員会を指していると捉えればいいですか。更にその外部のも

のという意味合いなのかちょっとそこのところをお願いします。 

神 谷 主

幹： 

 後者です。 

教  育 

長： 

 他にいかがですか。いろいろご意見をいただきましたのでそれを基に

更にこのアンケートの調査内容については見直しを図っていきたいと

思います。ありがとうございます。 

 では次「教員の多忙化解消に向けての対策及び働き方改革をめざした

新たな提言」について、事務局お願いします。 

神 谷 主

幹： 

 校長会との共同作業により完成した提言です。アンダーラインの部分

は校長がハードルを高く感じている部分です。調整をここまで重ねてき

て９月４日の校長会で検討部会から提案をされます。内容には既に完了

しているものもありますが多忙化解消は緊急を要することでもありま

したので、学校ごとの状況に応じて取り組める内容から先行して行って

います。１の(１)お盆期間中の閉校日についてはトラブルの報告はあり

ません。１の(２)２０時ですが努力目標としてですがあまりにもそれで

は遅いので、事務局としましては１９時と決めているのですが、現状は

なかなか難しいということで、現段階では２０時になっています。３

(１)外部指導員の活用幅を拡大することには大きなハードルがありま

すが、犬山は大きく他市町に水をあけてここの部分で予算措置をして人

員を配置しております。文化スポーツ課の協力を得て５ヵ年計画の策定

ができたらなと考えておりますが、まずは学校側がどんなふうに５年後

を目指すのか意見の聴取をしているところです。その聞き取りが終わっ

たところで教育委員会の中でどう進めていくか確認していきたいと思

います。４(２)通知表所見欄については来年度の大幅なカスタマイズに

向けて部会が案を叩いています。今年度は校長会として効率化を図ると

いうことで共通理解をして進めています。部活動のガイドラインについ

ては１番のアンダーラインが施してある部分は来年度に向けて意見を

集約していく内容です。４番の二重線アンダーラインは犬山としては取

り決めていますけど、他市町とずれが生じているため対応を検討してい

る。その他は確定し実施をしているものです。学校によっては若干出遅
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れている部分がありますので今足並みがそろっていない部分もありま

すが今年度の末に揃う予定です。現場では困惑している者もいるようで

すが顧問の活動に苦慮している者にとっては本来の業務に時間を注げ

るとして安堵しているのも事実です。策定までのスケジュールです。部

活動ガイドラインは各中学校を事務局が回って聞き取りや意見交換も

する予定です。各中学校でも検討会を経て１２月までに確定し、１月に

保護者へ通知、２月の学校説明会で小学校の保護者への通知。犬山市の

多忙化解消プラン全体に関しましてはまず９月４日の校長会、そうして

もう一度９月の定例教で確定し公表してまいりたいと思っています。 

教  育 

長： 

 多忙化解消に向けての新たな提言ですが、愛知県のプランも受けて犬

山市も対策を考えたわけですが、これにつきまして何かございますか。 

紀 藤 委

員： 

 在校時間管理の電子化を図るというのはどういうことですか。 

神 谷 主

幹： 

 パソコンの入り切り時間を一覧表にすることができるようになりま

した。土日などパソコンを開けていない時もあるのでそれが全てではな

いですが、平日のパソコンを開ける時はそれで対応ができるようです。 

教  育 

長： 

 パソコンの開け閉めでタイムカードの代わりをするということです。 

紀 藤 委

員： 

 次はお願いですが、教育委員会が取り組む内容の中に教員定数増をお

願いすることはできないでしょうか。教員の数が増えればその分持ち時

間数とか違ってくると思います。学校が取り組む内容の中で午前７時か

ら午後８時までというと、既に４時間余り超過しています。１ヶ月に平

日が２２日あると考えると８０時間を超えてしまうということですの

で、早くて午前７時遅くて午後８時にすることを前提に具体的に考えて

いただくといいと思います。同じ仕事をやるにも時間のかからない人も

いれば時間のかかる人もいるので、その辺の違いも見極めながらみんな

で協力してその時間を守っていく方法を考えていただけたらと思いま

す。それから犬山市部活動ガイドラインということで「早朝練習の中止

に向けて」とありますが、早朝練習の実態を教えていただきたいです。 

神 谷 主

幹： 

 ４中学校とも朝練を行っています。部活によっては顧問の判断で実施

していないところもありますけど多くは行っております。時間は７時２

０分から５０分位が通常です。そこに合っていない学校もあります。 

紀 藤 委

員： 

 ということは実質３０分ですよね。３０分で効果があるのかないのか

そういうことも検証していただきたいと思います。後は、平日授業後の

活動についてのところに最終下校時間とありますが時刻ではないかと

思います。時間と時刻の使い分けをもう一度検討していただけたらと思

います。 

教  育 

長： 

 他にいかがでしょうか。 

髙 木 委  最初の策定にあたっての文章の中で中学校の割合が愛知県と犬山市
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員： で違いが大きいので驚いているのですが、要因として考えてみえること

があれば教えていただければと思います。 

神 谷 主

幹： 

 同じ調査ですが時期の切り分けが違いまして、県は１１月のみで調査

しています。ご存知のように１１月は部活動の時間は短いですし教員は

割と早く帰る時期です。犬山市はよりわかりやすくということで年平均

で出しました。県は資料がないので年平均でお示しできませんでした。 

教  育 

長： 

 他にいかがでしょうか。 

奥 村 委

員： 

 ２点あります。学校の施錠時間についてですが、夜間に一般の人が体

育館を借りて学校に行くと１０時１１時まで職員室の電気がついてい

ることがよくあります。先生がいるのかいないのか実態はよくわからな

い状態です。施錠はしていても働いているのでは、多忙ということは根

本的には何も変わって来ないので、業務の中身として何かできる策を考

えないと心配です。もう１つ、部活動ガイドラインの最終下校時間は夏

と冬では１時間位差があると思いますが、年間通してこの時間ですか。 

神 谷 主

幹： 

 下校時間は委員のおっしゃるように時期によってずれてきます。一番

長い時間を示してあります。日没前３０分に学校を出すというルールで

時間が決められています。夜間開放において教員が残らなければならな

いということはありません。ですから電気が消えれば通常は終わりとな

ります。セコムなどの施錠装置が起動したかどうかで朝の開錠時間、最

終の施錠時間を教育委員会は掴むことができますのであまりひどい学

校がある場合は今までも校長にお見せして対応をお願いしています。 

教  育 

長： 

 この辺りうたうだけでなく実質的に先生方が決められた時刻に切り

上げて帰れるような体制を作っていかなければいけないということで

すね。 

田 中 委

員： 

 内容的にも充実していてぜひ本気で進めていただきたいなと思いま

す。事務関係の負担軽減という時に私が聞いたことがあるのが、教科書

調査が非常に煩雑で、文科省のやっていることのいくつかが何のために

やっているのというものがあって、そのシステムが非常に脆弱でシステ

ムのエラーで全部打ち直しになったということが何年も続いていると

いうことを聞いたことがあって、去年の学校訪問の時に先生に伺ったと

ころそこがかなり負担だとおっしゃっていました。どういう形でという

のは工夫する必要がありますが、単体の教育委員会というよりも共同で

文部科学省に対して仕事をさせるのであればシステムを構築するなり、

何のためにやっているのかというようなことを精査するなど要望して

削減できる話ではないのかもしれませんが中長期的に対国との関係と

の負担軽減を図っていただきたいなと思っております。施錠時刻ですが

中学校で午後８時施錠というのは本当にできるのかな、ぜひしていただ

きたいですが結局個人情報を持ち出してということはやってはいけな

いですし、そうすると平日はこれでよくても、土日に先生が学校に来だ
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すのではないかと思います。土日に来てはいけないと規定はできないで

すし、土日の仕事が増えるようなことになってしまうのかなと思いま

す。せっかくこのように規定しても効果がなくなってしまうのではない

かと思います。現実的にどの位可能なのか、具体的な方策は今後検討さ

れるということだと思いますけど正直なところどうなのかなというと

ころを伺いたいのと、保護者に周知というところで、少しでも子どもと

向き合う時間を増やす、関わる時間が増えるという教育的意義をぜひ周

知していただきたい、それで理解を得ていただきたいというのと、再任

の先生の校務分掌の件ですが、給与は下がる中で以前と同じようにやっ

ていただくのは非常に心苦しいことではないか、やむを得ずお願いする

ことなのか、積極的に進めるべき策なのかどうなのかスタンスをお伺い

したいと思いました。部活の朝練の件ですが可能であればとにかく先生

の自由な時間といいますか精神的な回復、体力の回復、体調管理、或い

は授業準備というところで正に犬山の学力向上に繋がってくると思い

ます。確かに部活に意義があることは十分承知していますが、先生の自

由な時間、創造的な時間を増やすという意味で、早朝練習は必要なのか

ぜひ議論していただきたい。各方面の意見を集約するとありましたがこ

こもまた状況を報告いただけたらなと思います。 

教  育 

長： 

 今ご意見もご質問もありましたがご質問は再任用に関する件ですね。 

神 谷 主

幹： 

 再任用の方にはどの業務をさせてもいいことになっております。それ

が十分周知されないまま運用されていた部分がありました。再任用の方

に部活や校務分掌を持ってもらってはいけないというのが、そうではな

いんだという部分から始まりました。フルタイムの方は同じようにやっ

ていただいていますが、ハーフの方は実際には部活の顧問をしてもらっ

たり、校務分掌をいままでのようにしてもらうのは時間的になかなか難

しいです。東部中学校ではハーフの方の勤務時間をずらして部活動まで

いていただきましたがそれでもご負担は大きかったです。難しい問題で

すが今少しずつアイデアを出しているところです。 

田 中 委

員： 

 確認したいのですが、犬山市の部活というのは最初からこの学校には

この部活というのがあって先生を割り当てていくという形ですか。そう

すると専門でなくてもせざるを得ないということも出てくるという状

況ですか。先生の異動によって部活が変わる市町もありますがどちらが

実際よりよいあり方なのかというのはどうなんですかね。 

教  育 

長： 

 子ども達は１年２年３年と３年間続けるケースが多いので、例えば２

年生で顧問が転出していったら廃部にしますというわけにはいかない

部分がある。だからこれを教員中心で部活動を考えるか子ども主体で部

活動を考えるかによって部を存続させるのか教員によって部を入れ替

えるのかどうか問題になってくると思いますがやはり子ども主体であ

るべきかなと思うものですから。 
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田 中 委

員： 

 子ども主体で設定されているのは有難いですが、私自身経験がありま

すが全く知らない専門外の先生が顧問になったところで意味が全くな

いという部活でした。なので開かれればそれでいいのか、専門性、安全

の問題もありますからそこはどうなんだろうと今後議論したいなとい

うところはあります。 

教  育 

長： 

 私がいた前任校でも野球しかやったことのない先生がハンドボール

部の顧問になって、せっかくハンドボール部の顧問になったからといろ

んな研修会に参加してもう野球はあきらめてハンドボールで頑張るん

だという先生もいます。何がいいのか悪いのかわかりませんが現在の体

制の中ではそういう状況の中で生きていくしかないのかなということ

は思うのですが。 

神 谷 主

幹： 

 対処方法として、４月の段階できちんと説明して始めてくださいと言

っています。素人です。十分指導はできないかもしれませんとか、土日

は部活をしませんとか。きちんと伝えていないと違いを感じるのは２パ

ターンで「そんなにやるの」「そんなにやらないの」 

と。若干周りにクラブも出来てきていますので、その段階で野球やサッ

カーはクラブを選ぶなど選択肢を増やしていくしかないのかなと思っ

ています。 

教  育 

長： 

 他によろしいでしょうか。 

千 葉 委

員： 

 部活ですが各学校でいろんな見直しをされてきていると思います。早

朝に限らず、業後の部活動も毎日が技術指導でなくてもいいのではない

かと思います。更に見直しをしたらもっと先生方の負担軽減も出来るの

ではないかと思います。一番言いたいことは教育委員会が取り組むこと

がもっとあると思うので、例えば交流会を減らすとか、提出書類を軽減

するとか考えればもっとスリム化になるのかなと思います。文科省や県

教委、市教委は降ろすだけでなく、もっとこうして欲しいと言っていく

ことが必要かなと思いました。 

教  育 

長： 

 市教委としてしなくてはいけないことがまだあるのではないかとい

うことです。私も研修はなるべくできるものは削ってやれよと言うので

すが、犬山市独自のものではなくて事務協や県が主催するものはなかな

か。本来は校長が出張命令をするかしないかです。学校の事情によって

小規模校は研修は校長の判断で行かせなくてもいいですよとお伝えは

したのですが、こうだから行かなくてはいけないというよりも学校の事

情に応じて必要なものは参加をする、そうでないものは見送るという判

断をしてもいいのではと思います。これはまた学校と相談を致します。 

教育長職務

代理者: 

 いろんなことが出ましたけど、一番変えていただきたいのは学校が取

り組む内容のところで記録や何かがありますが、各学校で各自の事務量

というか所要時間をきちんと把握すること。先生達は振り返りノートに

２行ずつ書くとかやってみえますが、前からやっているからという理由
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でやっている部分があるのではないかと思います。やらなくてならない

ことはやらなければいけない。やったほうがいいことは本当にいいのか

原点に立ち返ってほしいです。県がコンサルに調査をかけて私たち事務

屋がよくこの部分何日要した、この部分に何時間要したって計ります。

私は定数を増やすと先生方は安心して時間を考えなくなってしまうと

思います。だから今は各学校で従来からやっていることを見直す。学校

がまず取り組まなければならないことは、何に時間をかけているかを洗

い出すことからやらなければいけない。それからよく言われていること

は頼みやすいから○○先生、今はないと思いますが事務的なものの平準

化、そういうのを洗い出すにはいいことだと思うので、それをまず第一

に書かなくてはならない。だから振り返りノートに２行ずつ書くよりま

ずは授業の生徒の顔を見てくださいというようなことが必要だという

ことと、ガイドラインのところで施錠・開錠時刻ありましたね。職員室

に警備のアラームか何かあって、その解除やセットで最初と最後の時間

がわかると思います。学校で聞いたら「明日は用があるから絶対やって

いきたいという先生に帰れとは言えない」と校長先生がおっしゃってい

たので、例えばここの具体的な方策を示すところにやむを得ず８時以降

に仕事をする場合は予め校長教頭に申し出るとか、そうするといつも残

っていることがわかるので、何か困っていないか聞けるということにも

なるので、こういう文言を入れることも考えていただきたい。それから、

教育長は研修は参加しなくてもいいものはいいぞということでしたが、

県の研修はいろんな他市町村の状況が聞けるし同年代の教師同士で話

もできるので、出る出ないは個人の意見を尊重して欲しいです。どちら

かというと研究というのは研究のための研究になっている気がしてな

らないので、本当にこの学校で有効な研究がよその学校で有効かといっ

たらそうでもないので、研究というのを個人に仕事が行くという部分で

ちょっと見直してもいいのではということと、部活動ガイドラインです

が４番の「休日の活動で大会参加等でやむを得ず上記のルールを害する

時は、代替の休養日（原則、土曜・日曜）を設ける。」とありますが代

替の休養日は土曜日に行ったら日曜日をということですか。 

神 谷 主

幹： 

 原則は、どちらかを休みにする。やるなら４時間をめどとする。だけ

ど大会がどうしても土日となることが多いので、それがその条項になり

ます。 

教育長職務

代理者: 

 そうであるならば、今も法律で言われているように大会参加等の場合

は軽減を図るという書き方でどうですか。土日は休みましょうとなって

いるのに代替休養日も原則土日というのはわかりにくいです。あと１点

ですが、教育委員会が取り組む内容のところで特に業務改善に向けて学

校マネージメントとありますがマネジメントだと思います。それから県

の方で学校事務職員の学校運営の参画、学校事務の共同実施の推進とい

うのがあるので、これをぜひ教育委員会の取り組む内容に入れてほしい

と思います。事務協に聞いたら学校事務職員の事務処理範囲について検
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討がされている。それから将来的に文科省がＩＣＴ活用で学校事務の共

同実施だとか、簡素化を図るという時に学校事務職員の力というのはな

くてはならなくなるので教育委員会が取り組む内容のところで特にマ

ネジメントだと思いますが、学校事務の共同実施の推進に加えて学校事

務職員の学校運営の参画も入れてほしい。経験ある方もみえるし、余力

も能力あると思います。３番(２)「複数顧問制を推進するために部活動

数の適正化を図る」とありますが、これはなくてもいいのではないかと

思います。先ほどの種目選択の幅を広げるというのと相対しますので、

今回はどうかなという気が若干しました。 

教  育 

長： 

 一昨年度、東部中学校がこうせざるを得ない状況がありました。学級

数が減ることによって先生が数名減ってしまう。そうなると部活動を畳

まなければならない状況が出てきてしまったものですから、そうゆうこ

とも視野に入れながらここに書かれたと思いますが、出来る限り複数顧

問制を敷いておかないと、一人の先生に何かあった時に先生がいなくて

活動しなければならなくなってしまうから。 

教育長職務

代理者: 

 これからもし入れるとしたら教育委員会の合同部活動の範囲の拡大

とありますね。これがいろんな学校が混じってやるということではない

ですか。そこと若干組み合わせた形でこういうのやるんですけど他方で

こういうのやっていきますとか。なるべくやって行きますよということ

にすると、教員の事務量の部分もこういう選択肢がありますよとちょっ

と混ぜてやっていただくといいと思います。表記はお任せします。 

奥 村 委

員： 

 複数顧問制というのは外部指導員も含めての話ですか。 

神 谷 主

幹： 

 教員のみです。 

奥 村 委

員： 

 でも今後数年先に向けて、南部中学校がものすごく減っていくので絶

対的に部活動は今の現状からは減らさざるを得ない数字になると思い

ます。 

教育長職務

代理者: 

 だから先ほどの合同部活動の範囲というか、その辺の研究を本当にし

ていかないといけないと思います。 

神 谷 主

幹： 

 先ほどの５ヶ年計画でそれは合同部活動というもので賄うのか、それ

とも社会体育の方で賄うものなのかその辺含めて目標を見定めながら。 

教育長職務

代理者: 

 その辺り書いてもいいと思いますよ。５ヶ年の間に研究するとか。タ

イムスケジュールは全くこれには載っていないので、ある程度その辺り

は課題として研究しますと書いておいた方がいいと思います。来年この

部活あるかしらと思っていると、反対に書いておくと合同ということで

近いところでやれる。そういった意見が出てくればそれはそれで利用で

きますし。 

教  育 

長： 

 何もかも一度にやるのは難しいですが、取り合えず何かの部活動で試

しにやってみる。少しずつまずはモデルケースを作って、問題と課題な
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どがあれば考えながらやっていきたいと思います。  

教育長職務

代理者: 

 半歩でもいいので進んでください。 

教  育 

長： 

 他に何かありましたら。無いようですので次へいきます。 

「教育振興基本計画の見直し」について、事務局お願いします。 

武 藤 課

長： 

 先日の総合教育会議でご協議をいただき、その中で資料の吹き出しで

市長のいろいろな考えが示されています。特に一つ目のところになりま

すめざす姿については子ども像、家庭像などめざす姿として示すのがき

ついのなら、表現の仕方はやわらげてもいいかと思う。検討の余地はあ

るということで従来の強硬な姿勢から少し後退したかのような発言が

ありました。この発言をどう捉えるか、或いはまた違う表現に置き換え

るとしたらどのような表現がよいか、こういった点を中心にもう少し議

論を深めていただけると事務局も作業を進めていく上で有難いなと考

えておりますのでよろしくお願い致します。 

教  育 

長： 

 先日の総合教育会議の折に市長が申されたことが囲みで書いてあり

ますが、まあそうこだわり過ぎなくてもいいという事かと思いながら。 

教育長職務

代理者: 

 反対に先ほどのアンケートで教育委員会に期待すること、学校に期待

すること、そういうところでいいワード出てきたら拾えばいいかなと思

いました。地域と家庭は期待することは出てこないかもしれませんが、

教師と学校と教育委員会はキーワードで出てこれば、これを散りばめれ

ば説得力はありますよ。 

教  育 

長： 

 後ろのページを見ていただくとそれなりにキャッチフレーズと説明

が書かれています。 

武 藤 課

長： 

 昨年度の総合教育会議のいろいろな議論の中で委員さんから出され

た意見を集約したような形です。 

教  育 

長： 

 この方向で行けばいいのではと僕は思ったのですが。 

教育長職務

代理者: 

 ちょっときれい過ぎます。先ほど振興基本計画のためにアンケートを

やりますと書いたのでその辺のワードが出てくれば散りばめてもいい

と思いますよ。ちょっと美し過ぎます。 

教  育 

長： 

 もう少し泥くさくなってもいいのではというご意見もありますので、

現時点ではこういう形になっておりますがいろいろ資料が整ったとこ

ろで再検討ということで。他によろしいですか。 

田 中 委

員： 

 そもそも、子ども像は子ども自身が目指しなさいというように子ども

が主語なのか、こういう子ども像のためにわれわれ大人や行政が頑張り

ますという趣旨なのか。例えば文言でいうと、「家族や友達を大事にし」

というところが児童養護施設や乳児院に関わって仕事をしていること

があるので、どうしても家族や友達を大事にしと言ってもそれができな

い子どももいますし、家庭でもそれができない家庭もあるわけで、マジ

ョリティは恐らく家族や友達を大事にする人が大多数ですし、出来る人



 19 

が大多数ですし、家庭も子どもが家族のふれあいを通じてということが

できる家庭が大多数なのでしょうけど、マジョリティのための文書なら

そんなものはいらないです。行政はそうではなく包括して市民を支えて

いくためにあるのであれば、この表現では違和感があります。「家族や

友達を大事にし」というなら、もっと大きく「他者を尊重し」位の表現

のほうがいいのかなと思っているところです。子ども像のところはこう

いう形で残すのであれば意味はあるのかなと思いますが、家庭像のほう

が先ほど言ったとおりで、子どもは教師や学校、行政が関われる対象で

すが、家庭についてはどこまで行政が入りこんでいくのか。フォローす

る対象ではあるが、こういう姿を目指して下さいという対象なのか非常

に違和感がある。繰り返しになりますけど家族のふれあいを通じてとい

うことが出来ればいいですけど、やむを得ずできない家庭があった時に

どうするんですか。マイノリティが違和感を抱いた時にどのように市は

答えるのでしょうか。私は答える自信がない。 

教  育 

長： 

 元々めざす子ども像というのは、犬山はこんな子ども達を育てていく

ようにしようね、いわゆる教師、学校と教育委員会とが定めた姿です。

子ども達にこうなろうねということではなくて、僕たちがこういう子ど

も達を育てていこうね。最初は自ら学ぶ力というのがキャッチフレーズ

だったのですがそこには基礎的な学力を身につけ将来に渡って自ら学

び続けようとする力という学力に限定したような表現がされていたん

です。それが本当にそれだけでいいのか、もっと人間性の部分も含めた

部分が必要だろうということで学校現場と協議をしながら付け足され

たのが今の家族や友達を大事にする。地域を支える。自分の人生を大切

にする。この部分なんですね。最終的に新しい部分が感性豊かな子ども

というのは、多分市長の思いがここに加わったんだと思うんです。確か

に家族や友達を大事にしている多くの子ども達は家族や友達がいるわ

けですが、中にはひょっとして今、田中委員がご心配をなさった部分も

あるのでこれを他者を尊重しというふうにしたらどうかといいうご意

見ですが、またこれについては議論をしていく必要があるかなと思いま

す。家庭像についても確かに子ども像、教師像、学校像というのは最初

から学びの学校づくりには示された姿なのですが、教育委員会、地域、

家庭というのは後から、要は大綱に入れるか入れないか。入れないこと

によってこちらに入れ込めということで出てきたことだと思います。こ

れについてはいろんなお考えがあるかと思います。多分こういった部分

を軽視していると、再び総合教育会議でこれはどうなったんだというこ

とが話題になっていくと思うんです。だからこれについては犬山のめざ

す学びのまちづくり、学びの学校づくりこういったものに関わってそれ

ぞれが担い手としてどのようになって欲しいか。こうあっていただける

といいんですよねというような姿だと思うんです。なかなか書くのは難

しいしそんな家庭像を教育委員会から言われなくても、というご家庭も

中にはあると思います。ただ犬山としては学びのまちづくり、学びの学
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校づくりを目指していますが、それぞれのお立場でお力になってもらえ

る部分があったらなってくださいね、というような意味合いかなと受け

取っているんですけど。今、田中委員の意見もありましたので議論の対

象にしていくということでいきたいと思います。これについて他にどう

ですか。無いようですので次にいきます。 

 「市立図書館館内特別整理の実施」について、事務局お願いします。 

上 原 課

長： 

 図書館の特別整理ですが例年曝書期間と言っていますが、図書館の本

を２週間程かけて補修したり整頓したりします。しばらくの間図書館が

使えませんのでご了承くださいというご報告になります。 

教  育 

長： 

 特にこれについてはよろしいですか。では次行きます。 

 「犬山市生涯学習まちづくり出前講座」について、事務局お願いしま

す。 

上 原 課

長： 

今年度もほぼ全ての課が行政の内容を外に向けて発信できるし、学ん

でいただけるという仕組みになっております。２８年度の実績は１１件

で若干年々減ってきております。今回ＰＲをしながら利用を増やしたい

と思っております。 

教  育 

長： 

 学校の利用が少ないようですので、働きかけをしていきたいと思いま

す。これについていかがですか。特にない無いようですので次にいきま

す。 

 「子ども・子育て会議」について、事務局お願いします。 

間 宮 課

長： 

 去る８月５日に第１回子ども・子育て会議を開催いたしました。協議

事項１件、報告事項４件ということで協議及び報告がありましたので内

容について説明いたします。まず、子ども・子育て支援事業計画の中間

見直しについてですが平成２７年から平成３１年までの５年間を計画

期間として事業を展開しております。それに基づいて２７年２８年２ヵ

年の実績に基づいて２９～３１年について計画値の見直しが必要かど

うか精査したものでございます。現状については人口推計も含めて認定

についても量の見込みも実績もほぼ一致している状況にあります。子ど

も未来課の評価としましては中間年における計画値の見直しは必要な

いと考えましたので、子ども・子育て会議で協議の結果、中間年の見直

しは必要ないことを承認していただきました。 

報告案件について説明します。保育料の改正については４月を基準とし

て２回改正しました。１回目は犬山市独自、２回目は国の「幼児教育の

段階的無償化の推進」の方針を受けて改正しました。給食調理業務委託

については、以前にも説明しましたが、３０年度に正規職員が２名とな

るため、民間活用を考えております。放課後児童クラブの小学校への移

転については、市の基本方針の下、平成２９年度から移転整備を開始し、

原則として平成３０年度から毎年１か所ずつ小学校内へ移転します。子

ども未来園の今後のあり方に関するアンケート集計結果についてです

が、現在１３の未来園がありますが少子化による子どもの減少や施設の
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老朽化等の問題があるので、今後整備方針を検討していく必要がありま

す。園児の保護者と勤務する保育士の意向を参考とするためアンケート

を実施しました。保護者の結果はソフト面は満足、ハード面は不満が多

かったです。今後のあり方については、指定管理者制度の導入以外でほ

ぼ同じ位で意見が分かれましたが、保護者の思いとしては子どもたちの

環境がよくなるならどれでもよいということで方法はこだわっていな

いと考えております。保育士の結果もソフト面は６～７割程が満足して

いますがハード面については改善の必要があるという意見が多いです。 

教  育 

長： 

 今の報告につきまして、ご意見ご質問はありませんか。 

教育長職務

代理者: 

 全体的に資料が非常にまとまっていて見やすいと思いました。アンケ

ートの保護者の回収率がよくないと思いました。一つ伺いたいのが

Baby に会いたいワン訪問とはどういった事業ですか。見せていただい

た感想はハードの面で相当保護者の方は不満があるな。施設が新しくな

って、いろんなことをやってくれれば一番いいですが、正に今小中学校

が抱える問題かな。先生達に聞くとやっぱりクラス替えができるのがい

いと言ってみえたので、そういうことを課題として感じてみえて小中学

校にすべて当てはまるとは言えませんが近いような感覚でアンケート

結果を非常に興味深く拝見させていただきました。説得力あるしわかり

やすかったです。 

間 宮 課

長： 

Baby に会いたいワン訪問につきましては、里帰り出産も入っており

ますし犬山で出産した子も入っておりますので１００％に近い状態で

訪問できております。里帰り出産して犬山に戻っていない方は訪問でき

ていませんが、保健センターの母子保健担当と連携を取っておりますの

でほぼ確認が出来ております。 

教育長職務

代理者: 

 どの位の頻度で回ってみえますか。年に１回ですか。 

小島子ども・

子育て監： 

 生まれた時です。基本は１ヶ月以内に回っていますが１ヶ月以内に連

絡が取れない場合は、４ヶ月の検診の時にアフターのフォローをしてお

ります。 

教  育 

長： 

 他にいかがですか。 

紀 藤 委

員： 

 Baby に会いたいワン訪問のところで必要に応じ保健師、助産師等に

よる訪問や相談を実施とありますが必要に応じというのはその乳児家

庭からの要望ですか。 

間 宮 課

長： 

 妊娠時の事前の検診時の問診等でリスク、ハイリスク、スーパーハイ

リスクがありますが、その中で若年出産や一人親とかいろんなケースが

ございます。問題ないケースは主任児童員に回ってもらいますがそれ以

外は保健師、助産師、保健センターの職員で訪問をしております。それ

以外も主任児童員の声掛けの中で専門的な母子保健の相談があれば繋
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ぐということをやっております。 

紀 藤 委

員： 

 利用者支援事業の見込みも１、実績も１というのはどういうことです

か。どんな事業ですか。１なのにこの事業を続けていくのか思いました。 

間 宮 課

長： 

 これは利用者事業に従事する職員ということで職員数をカウントし

ております。子ども未来課のほうで保育士のＯＢで入所も含めて、各種

地域支援業務も含めて相談に助言をして関係機関と連携調整するとい

うことに人を配置しております。 

紀 藤 委

員： 

 保護者のアンケートの回収率が低いので、せめて７０％位はあっても

いいと思いました。職員は１００％でないといけないのではと思いまし

た。 

田 中 委

員： 

 アンケートは興味深い項目と結果ですが、これは自由記述はなしです

か。回収はどのようにされましたか。 

間 宮 課

長： 

 自由記述はございます。園に密封の状態で出していただきました。 

田 中 委

員： 

自由記述は今後まとめて分析されるのですか。 

間 宮 課

長： 

 はい。 

教  育 

長： 

 他によろしいですか。無いようですので次にいきます。 

 「中学生子育て体験事業」について、事務局お願いします。 

間 宮 課

長： 

 毎年中学生に対して、各中学校で１０名程度ですが将来親になる中学

生に体験していただくという事業です。 

教  育 

長： 

 何かご意見ご質問はありませんか。無いようですので次にいきます。 

 「８月・９月の行事予定表」について、事務局お願いします。 

小川指導

主事： 

 今年から夏休み明けが９月１日から始まります。また後期の学校訪問

よろしくお願いいたします。 

教  育 

長： 

 何かご意見ご質問があればいかがですか。特にないようですので自由

討議に入ります。 

            自 由 討 議 

教  育 

長： 

 自由討議に移ります。発言はありませんか。 

 時間の関係で、学校訪問についての意見交換は、次回にさせていただ

きますが、村上委員は、本日発言をお願いします。 

  ○前期の学校訪問について 

・毎回給食を食べているが年々献立に苦労が感じられる。栄養士に

聞くと調味料や主食の値上げ、とりわけ主食は減らせないのできつ

い、共同購入も視野に入れなくてはいけなくなるとのことだった。

消費税アップもあると思うが給食費の値上げについて研究する時

期がきていると思う。そのためにも私費で買う教材の見直しはきち

んとやって欲しい。 

・犬山北小学校が英語の研究校指定ということで、体育の先生が英
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語の授業を全てやっている。専門的にやれるし評価もしやすいし他

の先生は教材研究しなくていいし、良い試みだと思う。研究の成果

は、各学校に行くと思うが、こういった思い切った取り組みが必要

になってくると思った。 

・道徳の授業を見て、子ども達のいろんな意見が出るけど「はい。

わかりました。」と先生が終わってしまう。これから道徳の授業が

教科になった時に、学習指導要領では年間時間数の縛りしかないと

思うので、自由な感覚で、例えば内容によっては２時間徹底的にや

るとか考えてもいいのではないか。 

・全体の印象は、子どもはいい意味で年々おとなしくなり昔のよう

に弾けた子はいない。素直さは変わらない。教員は笑顔が少なくな

りゆとりが感じられない。 

教  育 

長： 

 他になければ自由討議を終わります。 

           そ の 他         

教  育 

長： 

 事務局、ありませんか。 

事  務 

局： 

 ありません。 

教  育 

長： 

 村上委員が任期までで本日が最後の定例教育委員会となりますので、

ご挨拶をお願いします。 

教育長職務

代理者: 

 ９月２４日で２期８年教育委員を務めさせていただきました。犬山と

非常にご縁ができまして、犬山の良いところもみさせていただきまし

た。ただ、辛口ですが、「犬山の教育は」といわれるのですが、犬山で

やっている教育は、他の市町村でも行われています。犬山で受け継がれ

た良いところというのは、「犬山市は学力テストをやらない」という個

性、気構えにあると思っています。 

教育改革は、行政でも教育委員でも誰がやるものでもない、教員が本当

に忙しかったら真剣に課題に取り組まないといけないと思います。 

歴史まちづくり、文化財保護の関係では、先日の落雷、シャチがお城を

守ったと市民の方が言っておられたとのことですが、これからの費用の

ことを考えたら、もっと寄付へのＰＲをお願いしたいと。名古屋城もす

でに多くの寄付を集めています。犬山城は、国宝です。祇園祭でさえ、

寄付を集めだしたと聞きます。犬山城、犬山祭へ多く寄付をいただける

よう、工夫をしていただきただきたいと思います。 

今後も、名古屋市という近いような遠いところから、犬山の教育を見守

らせていただきます。事務局の方々、言いたいことを言わせていただき

ました。ありがとうございました。お元気でご活躍下さい。 

最後に、高い席からですが、傍聴の方、ほんとうにいつもおいでいただ

いてありがとうございました。私は、良い緊張感がありました。いろい
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ろな議論をお聞きいただきましたが、これからも犬山の教育を温かく、

時には厳しく見守っていただきたいと思います。 

教  育 

長： 

これで、公開案件については終了します。最初にお願いしましたよう

に、以後は、非公開で「いじめ防止にむけて」を行います。 

  報告事案及びこれまでの継続事案についてのその後について説明後、

以下の意見、説明があった。 

 ・教育委員会では各学校でのいじめの報告があるが全小中学校校長教

頭にも市内の状況、件数など情報提供しているか。 

・小学生の時の事例の抑え方で、中学生になって波及してくることが

ある。 

・いじめの終息の仕方として、保護者ともども誤らせるというより、

子ども同士で解決できた事例は理想的だと思う。 

 

  

教  育 

長：  

          閉   会 

 以上をもちまして、８月定例教育委員会を終了させていただきます。 

 

【次回開催】  定例教育委員会 ９月２６日（火）９：３０ ３０１会議室 
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 上記会議録の顛末を記し、相違ないことを証するためにここに署名する。 

                

        教 育 長 

 

                教 育 長 

                職務代理者 

 

                委   員 
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